
幼保連携型認定こども園で勤務する保育教諭に係る保育士資格
取得の特例について

○ 平成27年4月に「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設」 としての新たな「幼保連携型認定こども園」が

創設。

○ 「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、その職員である「保育教諭」については、

「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有していることを原則としている。

○ 一方、「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、認定こども園法では、 施行後10年間は、「幼稚園教諭免許状」

又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」となることができるとする経過措置を設けている。

保育士養成課程等検討会

第２回（R4.6.13） 資料３

１．幼保連携型認定こども園と保育教諭

○ 免許・資格の併有を促進するため、令和６年度末までの経過措置として、保育所、幼稚園、認定こども園等における勤務経験を評価

することにより、もう一方の免許・資格取得に必要な単位数を軽減する特例を設けている。

２．免許・資格の併有促進（現行）

【保育士資格】 幼稚園教諭としての勤務経験を評価し、保育士資格の取得に必要な単位数を軽減

幼稚園教諭
免許状

幼稚園、認定こども園、
保育所等での勤務経験
３年かつ4,320時間

＋

指定保育士養成施設において
８単位を修得

※ 幼稚園等での勤務経験を踏まえて修
得すべき科目・単位を設定

保育士資格＋

【幼稚園教諭免許状】 保育士としての勤務経験を評価し、幼稚園教諭免許状の取得に必要な単位数を軽減

保育士資格
認定こども園、保育所等での

勤務経験
３年かつ4,320時間

＋

大学等において８単位を修得
※ 保育士としての勤務経験や保育士養

成課程等を踏まえて修得すべき科目・
単位を設定

幼稚園教諭
免許状＋
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幼稚園、認定こども園、
保育所等での勤務経験
３年かつ4,320時間

幼保連携型認定こども園
での保育教諭としての

勤務経験
２年かつ2,880時間

指定保育士養成施設
において

６単位を修得＋
幼稚園教諭

免許状 ＋
保育士資格

現行特例の「３年かつ4,320
時間」に勤務経験を上乗せ

現行特例のうち更に「２単位」分の
科目について修得したものとみなす

改
正
案

○ 令和元年12月の子ども・子育て会議取りまとめにおいて、「令和６年度末までの保育教諭の資格特例に係る経過措置期間中に更な

る免許状・資格の併有を促進するため、保育者の質の確保に留意しつつ、認定こども園で保育教諭としての勤務経験を有する場合、

上記特例の適用に当たって考慮できる点はないか等、・・・特例の在り方について、引き続き更なる検討を進めるべき」とされた。

○ これを踏まえ、令和５年度より、更なる併有促進策として、現行特例の勤務経験に係る要件に加えて、平成27年４月の子ども・子

育て支援新制度施行後の幼保連携型認定こども園における保育教諭としての勤務経験を２年かつ2,880時間以上有する職員について

は、取得すべき８単位のうち更に２単位を取得したものとみなす特例を設けることとする。

３．免許・資格の併有の更なる促進（令和5年4月～）

【保育士資格取得の更なる特例（案）】

※ 文部科学省において、幼稚園教諭免許状についても、同様に、幼保連携型認定こども園での保育教諭としての２年かつ2,880時
間の勤務経験により、取得すべき８単位のうち更に２単位を修得したものとみなす方向で検討中。
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保育士資格取得の特例の見直しの方法について（案）

修得が必要な特例教科目 （参考）指定保育士養成施設で修得した教
科目科目名 現行特例の単位数 新規特例における単位数

福祉と養護
（講義）

２単位 ２単位

社会福祉

子ども家庭福祉

社会的養護Ⅰ

子ども家庭支援論
（講義）

２単位 １単位
子ども家庭支援論

子育て支援

保健と食と栄養
（講義）

２単位 ２単位
子どもの保健

子どもの食と栄養

乳児保育
（演習）

２単位 １単位
乳児保育Ⅰ

乳児保育Ⅱ

合計単位数 ８単位 ６単位 －

〇 現行の８単位の特例教科目（①福祉と養護、②子ども家庭支援論、③保健と食と栄養、④乳児保育（演習））はいずれも保育士と

しての資格取得に当たり重要な内容が含まれているが、「幼保連携型認定こども園」は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に

基づき、教育と保育を一体的に、かつ０歳から小学校就学前まで一貫して提供するとともに、保護者に対する子育ての支援を行う施

設であり、保育教諭として一定の勤務経験を有することで、乳児保育も含めた保育に係る経験及び子育て支援に係る経験を直接又は

間接に経験し、実践を積んでいるものと考えられる。

○ そのため、乳児保育の実践について一定の経験と理解を有することを評価して、④乳児保育（演習）の２単位のうちの１単位分、

また、家庭や保護者に対する支援や関係機関との連携についての一定の経験と理解を有することを評価して、②子ども家庭支援論の

２単位のうちの１単位分を、それぞれ修得したとみなして、８単位から更に減ずることとしてはどうか。
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保育士資格取得の特例の見直しの方法について（案）

○ 前記の単位数への見直しに当たり、幼保連携型認定こども園における勤務経験とそれに基づく一定の理解を前提に、修得すべき内

容（※）を確保するため、講義・演習の進め方についてどのような工夫が考えられるか。

※ 指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について（平成15年12月９日雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）別添２に示す、
特例教科目の教授内容の標準的事項
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＜特例教科目＞ 子ども家庭支援論（講義・２単位） 

＜考え方＞ 

本特例教科目は、別添１に定める「子ども家庭支援論」「子育て支援」の２つの教科目の

目標・内容をもとに、幼稚園教諭免許状を有する者が幼稚園等での実務経験により、保護

者対応等の経験を一定程度積んでいることを考慮し、「子ども家庭支援の意義と役割・保

育士による子ども家庭支援の基本」及び「多様な支援と関係機関との連携」のほか幼稚園

等での実務経験では得られない内容等を中心に履修内容を構成すること。 

＜内容＞ 

１．子ども家庭支援の意義と体制    

（１）子ども家庭支援の意義・目的・機能  

（２）保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義 

（３）子育て家庭に対する支援のための社会資源と施策 

２．保育士による子ども家庭支援の基本  

（１）保育士に求められる基本的態度 

（２）保育士の行う子育て支援の特性 

３．多様な支援の展開と関係機関との連携 

（１）子ども家庭支援の内容と対象 

（２）保育所入所児童の家庭への支援 

（３）地域の子育て家庭への支援 

（４）要保護児童等及びその家庭に対する支援 

４．保育士の行う子育て支援の展開 

（１）子ども及び保護者の状況・状態の把握 

（２）支援の計画と環境の構成 

（３）支援の実践・記録・評価・カンファレンス 

（４）職員間の連携・協働 

（５）社会資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・協働 

５．保育士の行う子育て支援の実際（内容・方法・技術） 

（１）保育所における家庭への支援の実際 

（２）児童養護施設、母子生活支援施設等における家庭への支援の実際 

（３）障害児支援関係施設における家庭への支援の実際 

 

＜特例教科目＞ 乳児保育（演習・２単位） 

＜目標＞ 

１．乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割等について理解する。 

２．保育所、乳児院等における乳児保育の現状と課題について理解する。 

３．３歳未満児までの発育・発達を踏まえた３歳未満児の保育について理解する。 

４．乳児保育の計画を作成し、保育の内容や方法、環境の構成や観察・記録等について

理解する。 

５．乳児保育における保護者や関係機関との連携について理解する。 

※「乳児保育」とは、３歳未満児を念頭においた保育を示す。 

＜内容＞ 

１．乳児保育の理念と役割 

（１）乳児保育の理念と歴史的変遷 

（２）乳児保育の役割と機能 

２．乳児保育の現状と課題 

（１）保育所における乳児保育 

（２）乳児院における乳児保育 

（３）家庭的保育等における乳児保育 

（４）３歳未満児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場 

３．３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育内容 

（１）３歳未満児の生活と環境 

（２）３歳未満児の遊びと環境 

（３）３歳以上児の保育に移行する時期の保育 

（４）３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育士等による援助や関わり 

（５）３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育における配慮 

４．乳児保育の実際 

（１）全体的な計画に基づく指導計画の作成と観察・記録及び自己評価 

（２）個々の発達を促す生活と遊びの環境 

（３）職員間の連携・協働 

５．乳児保育における連携・協働 

（１）保護者との連携・協働 

（２）自治体や地域の関係機関等との連携・協働 
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○今回の更なる特例の実務経験の対象施設を「幼保連携型認定こども園」とする考え方

・幼保連携型認定こども園において、保育教諭として勤務するためには、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有することが必要

であるが、令和６年度末までは幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭となることができることとされている。

・今回の更なる特例では、令和６年度末までの経過措置期間において、幼保連携型認定こども園に勤務する保育教諭が、幼稚園教諭免許状と保育

士資格の両方を有することができるよう、幼保連携型認定こども園での実務経験を評価することで、一層の併有促進を図るための措置を講じる

こととしている。

・幼保連携型認定こども園は、学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の施設であり、制度上、教育及び保育を一体的に、０歳か

ら小学校就学前まで一貫して行い、保護者の子育て支援を行うこととされていることから、これらの制度的な役割を担う幼保連携型認定こども

園で保育教諭として勤務した実務経験を評価するものであること。

（参考１）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）＜抜粋＞

第２条 （略）

７ この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並

びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を

助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。

（参考２）幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号）＜抜粋＞

第1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の基本及び目標等

2 幼保連携型認定こども園における教育及び保育の目標

・・・認定こども園法第9条に規定する幼保連携型認定こども園の教育及び保育の目標については、発達や学びの連続性及び生活の連続性の観点か

ら、小学校就学の始期に達するまでの時期を通じ、その達成に向けて努力すべき目当てとなるものであることから、満3歳未満の園児の保育にも当

てはまることに留意するものとする。

令和４年５月23日「第１回保育士養
成課程等検討会」から追加
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第2 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画等

1 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の作成等

(1) 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の役割

教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画とは、教育と保育を一体的に捉え、園児の入園から修了までの在園期間の全体に

わたり、幼保連携型認定こども園の目標に向かってどのような過程をたどって教育及び保育を進めていくかを明らかにするものであり、子育ての支

援と有機的に連携し、園児の園生活全体を捉え、作成する計画である。

第3 幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項

1 当該幼保連携型認定こども園に入園した年齢により集団生活の経験年数が異なる園児がいることに配慮する等、0歳から小学校就学前までの一貫

した教育及び保育を園児の発達や学びの連続性を考慮して展開していくこと。

令和４年５月23日「第１回保育士養
成課程等検討会」から追加

○特例教科目の「乳児保育（演習）」（１単位）を通信制で実施する際の面接授業の取扱い

・「乳児保育（演習）」１単位を通信制により実施する場合でも、授業時数の概ね半分以上は面接授業により履修させることとする。

※ 現行の特例教科目の「乳児保育（演習）」２単位のうち、通信制により実施する場合は１単位以上を面接授業により履修



【参考】スケジュール（予定）

○令和４年夏頃

・ 告示又は通知の改正 （適用日：令和５年４月１日）

・ 各自治体・特例対象者・養成校等への周知

その後順次、

・ 各養成校等に対する今回の特例に対応した講座開設の要請

・ 特例対象者に対する特例制度の広報・周知

○ 令和５年４月

・ 新特例の適用開始
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（参考）幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況について

※ 各年度４月１日現在

※令和２年度は調査を実施せず

（出所）内閣府「認定こども園調査」

 幼保連携型認定こども園における幼稚園教諭免許状・保育士資格を両方保有する職員の割合は着実に改善している。
 一方で、幼保連携型認定こども園の施設数の増加に伴い、幼稚園教諭免許状・保育士資格を一方のみ保有している職員の数自

体は増加している。

（参考）幼保連携型認定こども園の数

平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年

2,785 3,618 4,409 5,137 5,688 6,093

（人）

54,088
73,126

90,647
107,135

131,087

2,104

2,272

2,274

2,095

2,999

5,434

6,604

7,386

8,009

9,379

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和３年度

幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況の

推移（職員数）

両方保有 幼稚園教諭免許状のみ 保育士資格のみ

61,626

82,002

100,307

117,239

143,465

87.8% 89.2% 90.4% 91.4% 91.4%

3.4% 2.8% 2.3% 1.8% 2.1%

8.8% 8.1% 7.4% 6.8% 6.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和3年度

幼保連携型認定こども園における免許・資格の保有状況の

推移（割合）

両方保有 幼稚園教諭免許状のみ 保育士資格のみ
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（令和４年３月15日）資料２より



（参考）子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針について
（令和元年12月10日 子ども・子育て会議）＜抜粋＞

７．認定こども園に関する事項

（３）５年間延長されている保育教諭の資格特例に係る経過措置期間中に、免許状・資格併有を促進するためのインセンティブ付与等

の方策

令和６年度末までの保育教諭の資格特例に係る経過措置期間中に更なる免許状・資格の併有を促進するため、保育者の質の確保

に留意しつつ、認定こども園で保育教諭としての勤務経験を有する場合、上記特例の適用に当たって考慮できる点はないか等、①

保育士の登録を受けた者についての、幼稚園教諭免許状取得特例と、②幼稚園教諭免許状所有者の、保育士資格取得特例の在り方

について、引き続き更なる検討を進めるべきである。
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（参考）関係法令 ①

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）＜抜粋＞

（職員）

第十四条 幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。

（職員の資格）

第十五条 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師（保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。）は、幼稚園の教諭の普

通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同

じ。）を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録（第四項及び第三十九条において単に「登録」という。）を受けた者

でなければならない。

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六六号）（抄）

（保育教諭等の資格の特例）

第五条 施行日から起算して十年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員

免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。）を有する者又は児童福祉法（昭和二十二年

法律第百六十四号）第十八条の十八第一項の登録（第三項において単に「登録」という。）を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育

教諭、保育教諭又は講師（保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。）となることができる。

２～３ （略）
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（参考）関係法令 ②

○児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）＜抜粋＞

第六条の十 保育士試験は、筆記試験及び実技試験によつて行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

② 筆記試験は、次の科目について行う。

一 保育原理

二 教育原理及び社会的養護

三 子ども家庭福祉

四 社会福祉

五 保育の心理学

六 子どもの保健

七 子どもの食と栄養

八 保育実習理論

③ 実技試験は、保育実習実技について行う。

（全部免除）

第六条の十一の二 都道府県知事は、厚生労働大臣が定める基準に該当する者に対しては、その者の申請により、筆記試験及び実技試

験の全部を免除することができる。

② 前項の免除を受けようとする者は、前項に規定する基準に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければな

らない。
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（参考）関係法令 ③

○児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成26年厚生労働省告示第172号）

児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の二第一項の規定に基づき、児童福祉法施行規則第六条の十一の

二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十六年四月一日から適用する。

児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第六条の十一の二第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、次の各号のいずれか

に該当することとする。なお、規則第六条の十一第一項、第二項又は第三項の規定による筆記試験科目の免除を受けた場合は、当該

免除を受けた科目については、次の各号に掲げる指定保育士養成施設において修得すべき教科目と規定された当該科目を修得したも

のとみなす。

一 幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有す

る者が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設において、規則第六条の十

第二項に掲げる筆記試験科目(同項第二号の教育原理及び同項第五号を除く。)に相当する教科目を修得すること。

二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日から十年の間に限り、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者が、

次に掲げる施設において三年(勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。)以上従事し、指定保育士養成施設において規

則第六条の十第二項の筆記試験科目(同項第二号の教育原理、同項第五号及び第八号に係る科目を除く。)に相当する教科目を修得す

ること。

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項

に規定する認定及び同条第十一項に規定する公示をされた認定こども園

ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園(同条に規定する特別支援学校の幼稚部を含む。)

ハ 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所

ニ 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育を目的とする施設であって、保育所に類する施設

三 社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である者が、指定保育士養成施設において規則第六条の十第二項に掲げる筆記試験科

目(同項 第二号の社会的養護、同項第三号及び第四号を除く。)に相当する教科目を修得すること。
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（参考）関係法令 ④

○児童福祉法施行規則第六条の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法（平成13年厚生労働省告示第
198号)＜抜粋＞

(修業教科目及び単位数)

第一条 児童福祉法施行規則第六条の二第一項第三号に規定する修業教科目及び単位数は、次の各号に掲げる教科目及び単位数とする。

一 必修科目 別表第一の教科目の欄に掲げるすべての教科目について、それぞれ同表の単位数の欄に掲げる単位数

二 選択必修科目 別表第二に掲げる系列のうちから十八単位以上(うち保育実習 三単位以上(うち保育実習Ⅱ(実習)又は保育実習Ⅲ(実習)
二単位以上、保育実習指導Ⅱ(演習)又は保育実習指導Ⅲ(演習) 一単位以上))

三 教養科目 十単位以上(うち外国語に関する演習 二単位以上、体育に関する講義及び実技 それぞれ一単位、これら以外の科目 六単
位以上)

(任意開設教科目及び単位数)

第二条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」とい
う。)は、必要があると認めるときは、前条各号に掲げる教科目及び単位数以外の教科目及び単位数を設けることができる。

(単位の算定方法)

第三条 各教科目に対する単位数は、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第七条の例により算定するものとする。

(履修方法)

第四条 指定保育士養成施設は、入所者に対して、次の各号に掲げる教科目及び単位数を履修させるものとする。

一 必修科目 別表第一の教科目の欄に掲げるすべての教科目について、それぞれ同表の単位数の欄に掲げる単位数

二 選択必修科目 別表第二に掲げる系列のうちから九単位以上(うち保育実習 三単位以上(うち保育実習Ⅱ(実習)又は保育実習Ⅲ(実習)
二単位以上、保育実習指導Ⅱ(演習)又は保育実習指導Ⅲ(演習) 一単位以上))

三 教養科目 八単位以上(うち体育に関する講義及び実技 それぞれ一単位)

２ （略）

(選択履修科目)

第五条 指定保育士養成施設は、入所者に対して、前条第一項各号に掲げる教科目及び単位数以外の教科目及び単位数を選択して履修させる
ことができる。
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（参考）関係法令 ⑤
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別表第一

系 列 教科目 単位数

保育の本質・目的に関する科目 保育原理(講義) ２

教育原理(講義) ２

子ども家庭福祉(講義) ２

社会福祉(講義) ２

子ども家庭支援論(講義) ２

社会的養護Ⅰ(講義) ２

保育者論(講義) ２

保育の対象の理解に関する科目 保育の心理学(講義) ２

子ども家庭支援の心理学(講義) ２

子どもの理解と援助(演習) １

子どもの保健(講義) ２

子どもの食と栄養(演習) ２

保育の内容・方法に関する科目 保育の計画と評価(講義) ２

保育内容総論(演習) １

保育内容演習(演習) ５

保育内容の理解と方法(演習) ４

乳児保育Ⅰ(講義) ２

乳児保育Ⅱ(演習) １

子どもの健康と安全(演習) １

障害児保育(演習) ２

社会的養護Ⅱ(演習) １

子育て支援(演習) １

保育実習 保育実習Ⅰ(実習) ４

保育実習指導Ⅰ(演習) ２

総合演習 保育実践演習(演習) ２

別表第二

一 保育の本質・目的に関する科目

二 保育の対象の理解に関する科目

三 保育の内容・方法に関する科目

四 保育実習



（参考） 関係通知 ①

○指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について（平成15年12月９日雇児発第1209001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）

（別紙４）

幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例における教科目の教授内容等

１ 目的

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」（平成24年法律第66号。以下「改
正認定こども園法」という。）により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」として、新たな「幼保連携型認
定こども園」が創設された。新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員と
しては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられた。新たな「幼保連携型認定こど
も園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後10年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有
していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けており、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要がある。

このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格の取得に必要な単位数等の特例（以下「特例教科目」と
いう。）を設け、免許・資格の併有を促進することとした。

指定保育士養成施設において特例教科目を設ける場合には、「児童福祉法施行規則第６条の２第１項第３号の指定保育士養成施設の修
業教科目及び単位数並びに履修方法」（平成13年厚生労働省告示第198号）第２条で定める任意開設科目として、以下に定める内容に基づ
き実施すること。

２ 特例教科目、履修方法、単位数及び履修科目

特例教科目は、次に掲げる特例教科目及び単位数並びに履修方法によること。

なお、特例教科目の教授内容の標準的事項を示した「特例教科目の教授内容」を別添２のとおり定めたので、指定保育士養成施設の教
授担当者が教授に当たる際の参考とすること。

特例教科目 指定保育士養成施設において修得
することを必要とする単位数

特例教科目に対応する
告示に定める教科目

福祉と養護（講義） ２ 社会福祉
子ども家庭福祉
社会的養護Ⅰ

子ども家庭支援論（講
義）

２ 子ども家庭支援論
子育て支援

保健と食と栄養（講義） ２ 子どもの保健
子どもの食と栄養

乳児保育（演習） ２ 乳児保育I

乳児保育Ⅱ

※ 特例教科目を通信制により実施する場合、「乳児保育」につ
いては１単位以上を面接授業により履修させること。

※ 特例教科目の名称は本通知に定める名称によること。

※ 特例教科目のうち１科目の開設も可能
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３ 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例による実務経験と対象施設

幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例は、次に掲げる施設において「３年以上かつ4320時間以上」の実務経験を有する者
とする。

①幼稚園（学校教育法第１条に規定する幼稚園（特別支援学校幼稚部含む））

②認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）により認定された
認定こども園）

③保育所（児童福祉法第39条第１項に規定する保育所）

④小規模保育事業（児童福祉法第６条の３第10項に規定する小規模保育事業（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26
年厚生労働省令第61号）第27条に規定する小規模保育事業Ａ型及び小規模保育事業Ｂ型に限る。））を実施する施設

⑤事業所内保育事業（児童福祉法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業（利用定員が６人以上の施設））を実施する施設

⑥公立施設（国、都道府県、市町村が設置する施設であって、児童福祉法第39条第１項に規定する業務を目的とする施設（同項に規定
する保育所を除く））

⑦ 離島その他の地域において特例保育（子ども・子育て支援法第30条第１項第４号に規定する特例保育）を実施する施設

⑧ 幼稚園併設型認可外保育施設（児童福祉法施行規則第49条の２第３号に規定する施設）

⑨ 認可外保育施設（認可外保育施設指導監督基準を満たす施設（「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付につい
て」（平成17年１月21日雇児発第0121002号）による証明書の交付を受けた施設）（１日に保育する乳幼児の数が６人以上である施
設））。ただし、次の施設を除く。

・ 当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり（入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを
提供するもの）による施設

・ 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日７時までの全部又は一部の利用による施設

４ 幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修証明書（特例教科目）の交付

指定保育士養成施設の長は、特例教科目を修めた者の要請に対し、「保育士試験の実施について」（平成15年12月１日雇児発第
1201002号）に定める修得特例教科目に応じた試験免除科目について、「保育士養成課程修了証明書等について」（平成15年12月８日雇
児発第1208001号）に定める別紙様式（４）による証明書を交付すること。

５ 留意事項

（１） 特例教科目による単位の修得は、平成25年８月８日から改正認定こども園法施行後10年の間とする。

（２） 特例教科目は、指定保育士養成施設における任意開設教科目として開設するものであるため、指定保育士養成施設は、特例教科目
を開設した日から起算して１月以内に、都道府県知事に届出をすること。

（３） 特例教科目の実施に当たっての教員等の体制は、本通知別紙１に準じて実施されることが望ましいこと。

（４） 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例の具体的な運用については、別に示すので、留意し実施すること。

（参考） 関係通知 ②
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（参考） 関係通知 ③

別添２

＜特例教科目＞ 福祉と養護（講義・２単位） 

＜考え方＞ 

本特例教科目は、別添１に定める「社会福祉」「子ども家庭福祉」「社会的養護Ⅰ」

の３つの教科目の目標及び内容をもとに、幼稚園教諭免許状を有する者が幼稚園等での

実務経験により、子育て支援機関や家庭との連携について、一定の経験を積んでいるこ

とを考慮し、「社会福祉・子ども家庭福祉・社会的養護の意義と役割、制度の実施体系

等」及び「施設養護の実際」のほか、幼稚園等での実務経験では得られない内容等を中

心に履修内容を構成すること。 

＜内容＞ 

１．現代社会における社会福祉、子ども家庭福祉及び社会的養護の意義と歴史的変遷  

（１）理念と概念及び歴史的変遷 

（２）現代社会と子ども家庭福祉 

２．社会福祉と子ども家庭福祉の役割 

（１）社会福祉の一分野としての子ども家庭福祉 

（２）子ども家庭福祉の一分野としての保育と社会的養護 

（３）子どもの人権擁護 

（４）子ども家庭支援と社会福祉 

３．社会福祉、子ども家庭福祉及び社会的養護の制度と実施体系 

（１）各制度の法体系・行財政と実施機関 

（２）社会的養護の仕組みと実施体系（利用者保護及び評価等を含む） 

（３）社会福祉施設等と児童福祉施設等 

（４）家庭養護と施設養護 

（５）各制度を担う専門職 

４．子ども家庭福祉の現状と課題 

（１）母子保健と児童の健全育成 

（２）子ども虐待・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とその防止 

（３）社会的養護 

（４）障害のある児童への対応 

（５）少年非行等への対応 

（６）貧困家庭、外国籍の子どもとその家庭への対応 

５．施設養護の実際   

（１）施設養護の基本原理 

（２）施設養護の実際（日常生活支援、治療的支援、自己実現・自立支援等） 

（３）施設養護と相談援助  

 

＜特例教科目＞ 子ども家庭支援論（講義・２単位） 

＜考え方＞ 

本特例教科目は、別添１に定める「子ども家庭支援論」「子育て支援」の２つの教科目の

目標・内容をもとに、幼稚園教諭免許状を有する者が幼稚園等での実務経験により、保護

者対応等の経験を一定程度積んでいることを考慮し、「子ども家庭支援の意義と役割・保

育士による子ども家庭支援の基本」及び「多様な支援と関係機関との連携」のほか幼稚園

等での実務経験では得られない内容等を中心に履修内容を構成すること。 

＜内容＞ 

１．子ども家庭支援の意義と体制    

（１）子ども家庭支援の意義・目的・機能  

（２）保育の専門性を活かした子ども家庭支援とその意義 

（３）子育て家庭に対する支援のための社会資源と施策 

２．保育士による子ども家庭支援の基本  

（１）保育士に求められる基本的態度 

（２）保育士の行う子育て支援の特性 

３．多様な支援の展開と関係機関との連携 

（１）子ども家庭支援の内容と対象 

（２）保育所入所児童の家庭への支援 

（３）地域の子育て家庭への支援 

（４）要保護児童等及びその家庭に対する支援 

４．保育士の行う子育て支援の展開 

（１）子ども及び保護者の状況・状態の把握 

（２）支援の計画と環境の構成 

（３）支援の実践・記録・評価・カンファレンス 

（４）職員間の連携・協働 

（５）社会資源の活用と自治体・関係機関や専門職との連携・協働 

５．保育士の行う子育て支援の実際（内容・方法・技術） 

（１）保育所における家庭への支援の実際 

（２）児童養護施設、母子生活支援施設等における家庭への支援の実際 

（３）障害児支援関係施設における家庭への支援の実際 
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（参考） 関係通知 ④

別添２(続き)

＜特例教科目＞ 乳児保育（演習・２単位） 

＜目標＞ 

１．乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割等について理解する。 

２．保育所、乳児院等における乳児保育の現状と課題について理解する。 

３．３歳未満児までの発育・発達を踏まえた３歳未満児の保育について理解する。 

４．乳児保育の計画を作成し、保育の内容や方法、環境の構成や観察・記録等について

理解する。 

５．乳児保育における保護者や関係機関との連携について理解する。 

※「乳児保育」とは、３歳未満児を念頭においた保育を示す。 

＜内容＞ 

１．乳児保育の理念と役割 

（１）乳児保育の理念と歴史的変遷 

（２）乳児保育の役割と機能 

２．乳児保育の現状と課題 

（１）保育所における乳児保育 

（２）乳児院における乳児保育 

（３）家庭的保育等における乳児保育 

（４）３歳未満児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場 

３．３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育内容 

（１）３歳未満児の生活と環境 

（２）３歳未満児の遊びと環境 

（３）３歳以上児の保育に移行する時期の保育 

（４）３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育士等による援助や関わり 

（５）３歳未満児の発育・発達を踏まえた保育における配慮 

４．乳児保育の実際 

（１）全体的な計画に基づく指導計画の作成と観察・記録及び自己評価 

（２）個々の発達を促す生活と遊びの環境 

（３）職員間の連携・協働 

５．乳児保育における連携・協働 

（１）保護者との連携・協働 

（２）自治体や地域の関係機関等との連携・協働 

 

＜特例教科目＞ 保健と食と栄養（講義・２単位） 

＜考え方＞ 

本特例教科目は、別添１に定める「子どもの保健」「子どもの食と栄養」の２つの教科

目の目標及び内容をもとに、幼稚園教諭免許状を有する者が幼稚園等での実務経験によ

り、子どもの感染症や疾病時の対応及び食事に関する関わりについては一定の経験を積

んでいることを考慮し、「子どもの疾病と保育」、「安全管理」及び「食育の基本と内

容」のほか幼稚園等での実務経験では得られない内容等を中心に履修内容を構成するこ

と。 

なお、関連するガイドライン（※）や近年のデータ等を踏まえ、保育における衛生管

理・事故防止及び安全対策・危機管理・災害対策について、具体的な内容とすること。 

※「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（平成 23年３月、厚生労働省）、 

「保育所における食事の提供ガイドライン」（平成 24年３月、厚生労働省）、 

「2018年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン」（平成 30年３月、厚生

労働省）、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガ

イドライン」（平成 28年３月、内閣府・文部科学省・厚生労働省）等 

＜内容＞ 

１．子どもの疾病と保育 

（１）子どもの健康状態の把握と主な疾病の特徴及び予防と適切な対応 

（２）子どもの生活環境と子どもの心の健康とその課題 

２．栄養に関する基本的知識  

（１）栄養の基本的概念と栄養素の種類と機能 

（２）食事摂取基準と献立作成・調理の基本 

３．子どもの発育・発達と食生活  

（１）乳児期の授乳・離乳の意義と食生活 

（２）幼児期・学童期の心身の発達と食生活 

４．食育の基本と内容 

（１）保育における食育の目的と基本的考え方 

（２）食育の内容と計画・評価及び環境 

（３）地域の関係機関や職員間の連携 

（４）食生活指導及び食を通した保護者への支援 

５．特別な配慮を要する子どもの食と栄養  

（１）疾病及び体調不良・障害のある子どもへの対応 

（２）食物アレルギーのある子どもへの対応 

６．保育環境の保健・衛生管理と安全管理 

（１）保育環境整備と保健  

（２）母子保健対策と保育  

（３）保育現場における衛生管理 

（４）保育現場における事故防止及び安全対策並びに危機管理 
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（参考） 関係通知 ⑤
○保育士試験の実施について（平成15年12月１日雇児発第1201002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）＜抜粋＞

７ 科目免除の取扱いについて

（４）幼稚園教諭免許状を有する者については、保育士試験受験科目免除願に幼稚園教諭免許状を有することを証する書類又は幼稚園教諭
免許状の写しを添えて提出させることで、筆記試験科目の保育の心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができ
る。

また、指定保育士養成施設の科目等履修により教科目を修得した幼稚園教諭免許状を有する者においては、別表１①のとおり修得した
教科目に応じ、指定保育士養成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類を添え、保育士試験受験科目免除願を提出さ
せることで、筆記試験科目の一部又は全てを免除することができる。

（５）幼稚園教諭免許状を有する者については、指定保育士養成施設において別表１のとおり修得した教科目に応じた保育士試験免除科
目、（１）又は（２）による試験科目の一部免除の対象となる科目及び厚生労働大臣の指定する学校又は施設において専修した科目の全て
又は一部を組み合わせる場合についても、規則第６条の11の２第１項の規定に基づき、保育士試験の筆記試験及び実技試験の全部を免除
することができる。

８ 幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格特例による受験について

幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例による保育士試験を受験する者（以下「特例対象者」という。）について
は、次の点に留意されたい。

（４）科目免除の取り扱いについて

① 特例対象者については、保育士試験受験科目免除願に幼稚園教諭免許状を有することを証する書類又は幼稚園教諭免許状の写し及び実
務証明書を添えて提出させることで、保育の心理学、教育原理及び保育実習理論並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。

② 特例対象者が指定保育士養成施設の科目等履修により特例教科目を修得した場合、別表１②のとおり修得した特例教科目に応じ、指定
保育士養成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類、幼稚園教諭免許状の写し及び実務証明書並びに８（１）⑨に定
める施設において実務経験を有した者については施設証明書を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、筆記試験科目の一部
又は全てを免除することができる。

③ 特例対象者が指定保育士養成施設の科目等履修により教科目を修得した場合、別表１③のとおり修得した教科目に応じ、指定保育士養
成施設において保育士試験免除科目を専修したことを証する書類、幼稚園教諭免許状の写し及び実務証明書並びに８（１）⑨に定める施設
において実務経験を有した者については施設証明書を添え、保育士試験受験科目免除願を提出させることで、筆記試験科目の一部又は全て

を免除することができる。

④ 特例対象者は、指定保育士養成施設において別表１のとおり修得した教科目に応じた保育士試験免除科目、前年又は前々年に合格した
科目及び厚生労働大臣の指定する学校又は施設において専修した科目の全てもしくは一部を組み合わせる場合についても、規則第６条の
11の２第１項の規定に基づき、保育士試験の筆記試験及び実技試験の全部を免除することができる。
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（参考） 関係通知 ⑥
（別表１）

①幼稚園教諭免許を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表

○試験免除科目 ○指定保育士養成施設で修得した教科目

社会福祉 ← 社会福祉 

子ども家庭福祉 ← 子ども家庭福祉 

子どもの保健 ← 子どもの保健

子どもの食と栄養 ← 子どもの食と栄養

保育原理 ← 保育原理 乳児保育Ⅱ 

障害児保育 

社会的養護 ← 社会的養護Ⅰ 

保育実習理論 ← 保育内容総論 保育内容の理解と方法

②特例教科目による試験免除科目・修得教科目対応表

○試験免除科目 ○指定保育士養成施設で修得した特例教科目

社会福祉 ← 福祉と養護

子ども家庭福祉 ← 福祉と養護

子どもの保健 ← 保健と食と栄養

子どもの食と栄養

保育原理 ← 乳児保育

社会的養護 ← 福祉と養護

③実務経験があって幼稚園教諭免許状を有する者における試験免除科目・修得教科目対応表

○試験免除科目 ○指定保育士養成施設で修得した教科目

社会福祉 ← 社会福祉 

子ども家庭福祉 ← 子ども家庭福祉 

子どもの保健 ← 子どもの保健

子どもの食と栄養 ← 子どもの食と栄養

保育原理 ← 乳児保育Ⅰ 子育て支援

社会的養護 ← 社会的養護Ⅰ 

保育内容演習

※　児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成
　　 施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法
　　 （平成13年5月23日厚生労働省告示第198号）に定める必修科目

子ども家庭支援論

子ども家庭支援論

※　「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」
　　（平成15年12月9日雇児発第1209001号）別紙４に定める特例教科目

子ども家庭支援論 

乳児保育Ⅱ

※　児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の
　　 修業教科目及び単位数並びに履修方法（平成13年5月23日厚生労働省
　　 告示第198号）に定める必修科目

社会的養護Ⅱ

子ども家庭支援論 

子どもの健康と安全

乳児保育Ⅰ 

子育て支援
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